
【未定稿】 ①県内の認知症対応型共同生活介護のクラスター事例における指摘事項（概要）

○認知症対応型共同生活介護は、家庭的な雰囲気による介護との考え方があるが、デイルームが密になりがちなど、感染拡
大しやすい構造があるのではないか。

○コロナが収束するまでの間、個室介護を原則とし、デイルームが密になる状況を避けることが必要である。
※今は、家庭的な雰囲気による介護を求めるよりは、感染拡大防止を優先すべきである。

ｿﾞｰﾝ毎の職員
配置等

○ﾚｯﾄﾞ、ｲｴﾛｰ、ｸﾞﾘｰﾝの３区画に区分し、それぞれの間にﾃｰﾌﾞﾙ（ﾊﾞﾘｱ）を置いた上で、養生ﾃｰﾌﾟを巻き
付け清潔・不潔の区分を視覚化する。

○ｽﾀｯﾌは、ｿﾞｰﾝ（例えば各階）毎に勤務体制を確保する。
ｿﾞｰﾝをまたぐ際
のｽﾀｯﾌの動作
等

○ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ（ｸﾞﾘｰﾝｿﾞｰﾝ）に入室する際は、ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ内で使用していた手袋、ｶﾞｳﾝ等は必ず脱いだ上
で移動する。脱いだｶﾞｳﾝ等はｲｴﾛｰｿﾞｰﾝのﾃｰﾌﾞﾙに置く。

○ｿﾞｰﾝまたぐ場合は、ｿﾞｰﾝに入る際に手指消毒を行う。
・ﾚｯﾄﾞ、ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝの職員がｸﾞﾘｰﾝｿﾞｰﾝの電話を取る場合は必ず手指消毒を行う。

施設内の物品
管理

○ｸﾞﾘｰﾝｿﾞｰﾝにｳｲﾙｽを持ち込むﾘｽｸを低減する。
・ｷｯﾁﾝへの持ち込みを不要とするため利用者共用のﾏｸﾞｶｯﾌﾟ・食器は使用しない（紙ｺｯﾌﾟとする）。
・利用者の歯ブラシ（個人ごと）をｷｯﾁﾝ（ｸﾞﾘｰﾝｿﾞｰﾝ）で保管しない。
・体温計、血圧計、ｻｰﾁﾚｰｼｮﾝﾓﾆﾀｰは、ｿﾞｰﾝ毎に確保・配置する。
・事務室内の電話器もこまめに消毒する、共有するかぎ（の束）は、こまめに消毒する。
○複数の職員が接触する余計な物品は設置しない。
・出入り口の「のれん」は取り払う。

感染発生を防ぐための留意すべき事例（個別指摘事項）

感染発生を防ぐための運営上で留意すべきこと（考え方）

施設/クラスター発生概要
・認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護
・３階建ての３ユニットのうち１階の利用者が全員感染、３階でも感染者が発生しクラスター化



【未定稿】 ②県内の介護老人保健施設のクラスター事例における指摘事項（概要）

○感染発生を防ぐための知識は有していても、介護の体制や介護方法の変更が難しいとの理由から、感染拡大防止策を
実際には十分に導入できていない場合があるのではないか。
※通常の状況下での介護から、感染拡大の防止を最優先とする意識（の下での介護）に切り変えるべきである。

ゾーン毎の職員
配置等

○３階（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）の出入り口付近で色付きﾃｰﾌﾟのﾃｰﾋﾟﾝｸﾞによりｲｴﾛｰ、ﾚｯﾄﾞの区分を視覚化する。
○ｽﾀｯﾌは、ｿﾞｰﾝ（例えば各階）毎に勤務体制を確保する。
・夜勤の看護師がどうしても２階、３階で１人となる場合は介護職員と連携し、その人（看護師）は直
接入所者や資材に触らないようにするなど工夫する。

スタッフの動作
等

○ｿﾞｰﾝまたぐ場合は、ｿﾞｰﾝに入る際に手指消毒を行う。
・ﾘﾈﾝ室（ｸﾞﾘｰﾝｿﾞｰﾝ）に入室する際に手指消毒を行う。
○おむつ交換等密接介助を行う場合は１回の介助ごとに手指消毒（手袋交換）を行う。

施設内の物品
管理

○介護物品を介した感染例があるため取扱いには注意する。
・ｼﾝｸの水回りに水滴によるｳｲﾙｽ暴露のﾘｽｸがあることを視覚化するため「赤」でﾃｰﾋﾟﾝｸﾞを行う。
・歯ﾌﾞﾗｼ、ｺｯﾌﾟ等の消毒に使う次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ入りの家庭用塩素系洗剤の希釈濃度に注意する。
○ｸﾞﾘｰﾝｿﾞｰﾝにｳｲﾙｽを持ち込むﾘｽｸを低減する。
・ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ内のﾃｰﾌﾞﾙの上の物品（私物、ｺﾞﾐ、工具（錠剤を砕くﾊﾝﾏｰ等））を整理整頓する。
・ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ内のﾊﾟｿｺﾝ等共用する備品を触る前後に手指消毒を徹底する。
○複数の職員が接触する余計な物品は設置しない。
・浴室の出入り口の「のれん」は取り払う。

感染発生を防ぐための留意すべき事例（個別指摘事項）

感染発生を防ぐための運営上で留意すべきこと（考え方）

施設/クラスター発生概要
・介護老人保健施設、通所リハビリテーション
・３階の入所者のほぼ全員が感染しクラスター化（１階通所利用者、２階入所者は感染者なし）


